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カカカーーーバババイイイドドドタタタイイインンン ツツツーーールルルバババーーー
フフフィィィーーールルルドドドプププロロロ 6040
モモモデデデルルル番番番号号号 08846

取取取りりり付付付けけけ要要要領領領

重重重要要要 こここのののカカカーーーバババイイイドドドタタタイイインンンツツツーーールルルバババーーーををを取取取りりり付付付けけけるるる前前前ににに、、、マママルルルチチチツツツーーールルルアアアタタタッッッチチチメメメンンントトトモモモデデデルルル 08854ののの取取取りりり付付付
けけけががが必必必要要要ででですすす。。。

注注注 このキットの取り付けには、機械の下での作業が必要となります。

警警警告告告

カカカリリリフフフォォォルルルニニニアアア州州州
第第第65号号号決決決議議議ににによよよるるる警警警告告告

米米米国国国カカカリリリフフフォォォルルルニニニアアア州州州でででははは、、、こここののの製製製品品品ををを使使使用用用しししたたた場場場合合合、、、ガガガンンンややや先先先天天天性性性異異異常常常なななどどどををを誘誘誘
発発発すすするるる物物物質質質ににに触触触れれれるるる可可可能能能性性性がががあああるるるとととささされれれててておおおりりりままますすす。。。

安安安全全全にににつつついいいててて
安安安全全全ラララベベベルルルととと指指指示示示ラララベベベルルル

以下のラベルや指示は危険な個所の見やすい部分に貼付してあります。破損したりはがれたり
した場合は新しいラベルを貼り直してください。

decal133-8061

133-8061

取取取りりり付付付けけけ
付付付属属属部部部品品品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内内内容容容 数数数量量量 用用用途途途

必要なパーツはありません。 – 機械の準備を行う。

カーバイドタインツールバーアセンブリ 1
ボルト⅜" x 3¼" 3
ワッシャ 6
タイン取り付けブラケット 3
カーバイドチップ付きタイン 3
ロックナット⅜" 3

カーバイドタインツールバーを取り付けます。
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機機機械械械ののの準準準備備備ををを行行行ううう
1. 平らな場所に駐車、または整備作業用リフトの
前まで移動する。

2. 駐車ブレーキを掛ける。

3. ミッドマウントアタッチメントを上昇させる。

4. エンジンを止め、キーを抜き取る。

5. 可動部が完全に停止し、機械各部が十分に冷え
るまで待つ。

6. 深さコントロールピンを TRANSPORT (T)位置に差
し込んでマルチツールアタッチメントを上昇位置
に固定する。

7. 油圧コントロール装置を前進後退方向に操作し
て、油圧系統内部の圧力を解放する機械のオペ
レーターズマニュアルを参照。

8. 各車輪に輪止めを掛ける。または、整備用リフト
で車体を上昇させる。

9. マルチツールアームの下部についているハードタ
インツールバーを図 1のように取り外す。
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図図図 1

1. ハードタインツールバー 4. ツールバー取り付けプレー
ト

2. マルチツールアーム 5. ロックナット⅜"
3. キャリッジボルト⅜ x 1¼"

カカカーーーバババイイイドドドタタタイイインンンツツツーーールルルバババーーーををを
取取取りりり付付付けけけるるる
1. ツールバーに、タインマウントとタインを図 2のよ

うに取り付ける。

2. カーバイドタインツールバーを固定しているロック
ナットを 71.8104.4 Nm7.3310.65 kg.m = 53-77
ft-lbsでトルク締めする。
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図図図 2

1. 中央タインマウントを、車
体の右または左から 8 番
めの穴に取り付ける。

5. ロックナット⅜"

2. ボルト⅜" x 3¼" 6. タイン
3. ワッシャ 7. カーバイドチップ
4. タイン取り付けブラケット

3. カーバイドタインツールバーを取り付けるマルチ
ツールアームから取り外したキャリッジボルト6本と
ロックナットを使用して図 3のように取り付ける。

注注注 カーバイドタインツールバーをマシンに取り付
けた時、タインの先端が機械の前方を向くよう
に取り付けてください。
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図図図 3

1. カーバイドチップ 4. ツールバー取り付けプレー
ト

2. マルチツールアーム 5. ロックナット⅜"
3. キャリッジボルト⅜ x 1¼"

2
 



カカカリリリフフフォォォルルルニニニアアア州州州第第第65号号号決決決議議議ににによよよるるる警警警告告告

こここののの警警警告告告ははは何何何?
以下のような警告ラベルが貼られた製品を見かけることがあるでしょう

警警警告告告ガンおよび先天性障害の恐れ—www.p65Warnings.ca.gov.

第第第65号号号決決決議議議っっっててて何何何?
第65号決議は、カリフォルニア州で操業している企業、製品を販売している企業、カリフォルニア州で販売または同州に持ち込まれる可能性のある製品の
メーカーを対象とした法律です。この法律では、ガン、先天性などの出生時異常の原因となることが知られている化学物質の一覧をカリフォルニア州知事が
作成維持しこれを公表しなければならないと定められています。危険物リストは、日常の生活の中で使用するものから発見された数百種類の化学物質を網羅
しており、毎年改訂されます。第65号決議の目的は、こうした物質に触れる可能性があることを市民にきちんと知らせることです。

第65号決議は、こうした物質を含む製品の販売を禁じているのではなく、そうした製品、製品の包装、製品に付属する文書などに警告を明記するこ
とを求めています。また、こうした警告があるからといって、その製品が何等かの安全基準に違反しているということではありません。実際、カリフォ
ルニア州政府は、第65号決議警告はその製品が安全か安全でないかを示すものではないと説明しています。こうした物質の多くは、様々な生活用品
に何年も前から使用されてきておりますが、それらの物質が今までに何らかの健康問題を起こしたという記録はありません。さらに詳しい情報はこちら
へhttps://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all

第65号決議の警告は、以下のうちのどちらかを意味しています1ある企業が自社製品への化学物質の使用量について評価したところ、目立った危険は何一
つないとされる基準を超えていることがわかった、または (2)製品に使用している化学物質は法律で規制されているものだったので、特に評価を行うこ
とはせず、法に従って警告文を添付することにした。

こここののの法法法律律律ははは全全全世世世界界界ににに適適適用用用ささされれれるるるのののででですすすかかか

第65号決議警告はカリフォルニア州でのみ要求される法律です。第65号決議警告はカリフォルニア州のいたるところで目にすることができます。レストラ
ン、八百屋、ホテル、学校、病院など、そして非常に多くの製品にも、この警告が印刷されています。さらには、オンラインやメールオーダーのカタロ
グなどにも掲載されています。

カカカリリリフフフォォォルルルニニニアアア州州州ののの警警警告告告ととと連連連邦邦邦政政政府府府ののの上上上限限限とととののの関関関係係係ははは

第65号決議の内容は連邦政府の規制や国際規制よりも厳しいものが大変多いです。第65号決議の規制基準値は連邦政府基準に比べてはるかに厳しく、連
邦政府基準では表示義務がないが、第65号決議では表示義務があるものが数多く存在します。たとえば、第65号決議の基準では、一日当たりの鉛の排出
量が 0.5 マイクログラムとなっており、これは連邦政府の基準や国際基準よりもはるかに厳しい数値です。

似似似たたたよよようううななな製製製品品品なななのののににに警警警告告告ががが付付付いいいててていいいななないいいももものののがががあああるるるのののはははなななぜぜぜ

• カリフォルニア州内で販売される場合には第65号決議ラベルが必要でも、他の場所で販売される場合には不要だからです。

• 第65号決議関連で裁判となった企業が、和解条件として第65号決議警告の表示に同意したが、そうした問題に巻き込まれていない企業の製品に
は何も表示されていないといったこともあるでしょう。

• 第65号決議の表示は必ずしも一律に行われているわけではないのです。

• 自社内で検討した結果、第65号決議基準に抵触しないと判断して、警告の表示を行わないことを選択する企業もあります。警告が書かれていないから
と言って、その製品に対象化学物質が含まれていないということは言えません。

なななぜぜぜ Toro 製製製品品品にににはははこここののの警警警告告告ががが表表表示示示ささされれれててていいいるるるのののででですすすかかか
Toroでは、十分な情報に基づいてお客様ご自身が判断できるようにすることがベストであるという考えから、できる限り多くの情報をお客様に提供することとし
ております。リスト記載物質のいくつかが自社製品に該当する場合、Toro では、それらの物質のほとんどの量はごくわずかであって実際の表示義務
はないことを認識した上で、排出量などを厳密に評価することなく、警告を表示するという判断をすることがあります。Toro では、自社の製品に含ま
れる化学物質の量が「重大なリスクはない」レベルであると認識した上で、あえて第65号決議警告の表示を行うという選択をしております。これはま
た、もし Toroがこうした警告を表示しなかった場合、カリフォルニア州政府や、第65号決議の施行推進を目指す民間団体などから訴訟を提起される
可能性もあるということも視野に入れての判断です。

Rev A

 

https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all


 




